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＜配偶者からの暴力被害者支援の流れ＞

被　害　者

警察署

民間団体
配偶者暴力相談支援センター

一時保護施設

住宅支援 自立のための
施設等の活用 心理的ケア

就労支援 就学支援 法的支援

経済的支援 各種制度の活用

男女共同参画センター

人権オンブズパーソン

区 役 所　 保健福祉センター

一時保護の決定相談、自立支援の情報提供等

・ 被害者の自立支援
　（関係機関による調整）
・ 被害者及び同伴する子どもへのケア

市県 民間団体

相　談

相　談

相　談

一時保護相談

一時保護

自立支援

助　言

連　絡

連　携
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●市内相談窓口一覧
　配偶者やパートナーからの暴力に悩んでいる方は下記の相談窓口へ気軽に相談してください。
一人で悩まないでご相談ください。配偶者からの暴力（ＤＶ）の問題を一緒に解決しましょう。

●女性のための総合相談

川崎市男女共同参画センター　ハロー・ウィメンズ 110 番
０４４－８１１－８６００
☞相談日・相談時間
　電話相談	 日曜	 12:00 ～ 17:00
	 月～木曜	 10:00 ～ 15:00
	 金曜	 15:00 ～ 20:00
	 （土、祝日及び年始年末はお休みです）
　面接相談（予約制）
　　①女性の悩み相談・キャリア相談
	 第１・３木曜	 10:00 ～ 12:00
	 第２木曜	 10:00 ～ 14:00
　　②女性弁護士による法律相談
	 第１・３木曜	 13:00 ～ 16:00

●人権オンブズパーソン

０４４－８１３－３１１１（男女平等にかかわる人権侵害）
０１２０－８１３－８８７（こどもの相談フリーダイヤル）
☞相談日・相談時間
	 月・水・金曜	 13:00 ～ 19:00
	 土曜	 9:00 ～ 15:00
	 （日、祝日及び年始年末はお休みです）

●各区役所保健福祉センター

　開庁時間：月曜日～金曜日　8:30 ～ 17:00
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